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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第27期

第３四半期連結
累計期間

第28期
第３四半期連結
累計期間

第27期
第３四半期連結
会計期間

第28期
第３四半期連結
会計期間

第27期

会計期間

自  平成20年
    ７月１日
至  平成21年
    ３月31日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成22年
    ３月31日

自  平成21年
    １月１日
至  平成21年
    ３月31日

自  平成22年
    １月１日
至  平成22年
    ３月31日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成21年
    ６月30日

売上高 (千円) 958,368 167,512 234,634 46,7251,287,215

経常損失 (千円) 366,414 186,637 114,523 34,763 498,288

四半期(当期)純損失 (千円) 360,111 261,707 94,070 101,948 606,858

純資産額 (千円) ― ― 918,123 281,811 545,247

総資産額 (千円) ― ― 1,581,327637,642 723,274

１株当たり純資産額 (円) ― ― 15,195.295,384.4110,466.16

１株当たり四半期
(当期)純損失金額

(円) 6,952.765,035.841,816.241,957.0111,716.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 49.8 44.0 74.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △72,811△228,108 ― ― △163,739

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △100,058 27,147 ― ― △293,345

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 123,960 103,939 ― ― 90,011

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 471,376 56,182 153,211

従業員数 (名) ― ― 39 ４ ７

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

   ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、第27期、第27期第３四半期及び第28期第３四半期

は１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名) ４

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員が当第３四半期連結会計期間において３名減少しておりますが、連結子会社においての事業移管に伴う

退職による減少であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名) ３

(注) 　従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの変更をおこなっており、従

来の電子機器事業は、今後の展開が見込めないことからセグメントより削除いたしました。

　また、従来「電子材料その他事業」と表示しておりましたが、今後電子材料の取り扱いが無くなること

から「その他事業」へ名称を変更しております。

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比（％）

精密機器及び装置事業 ― ―

光計測装置事業 ― ―

その他事業 ― △100.0

セールスプロモーション及び広告関連事業 7,092 ―

投資育成事業 ― ―

合計 7,092 △85.5

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、製造原価によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比（％） 受注残高(千円) 前年同期比（％）

精密機器及び装置事業 ― ― ― ―

光計測装置事業 680 17.2 ― ―

その他事業 4,521 △97.6 ― △100.0

セールスプロモーション及び広告
関連事業

42,282 +1,593.6 758 ―

投資育成事業 ― ― ― ―

合計 47,484 △74.7 758 △96.9

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比（％）

精密機器及び装置事業 ― ―

光計測装置事業 680 +17.2

その他事業 4,521 △98.0

セールスプロモーション及び広告関連事業 41,523 +1,563.2

投資育成事業 ― ―

合計 46,725 △80.1

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

イビデン㈱ 26,650 11.4 ― ―

東京都専修学校各種協会 1,115 0.5 17,399 37.2

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません

　

　

２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

（1）前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りでありま

す。

① 株式価値の希薄化について

当社グループは、資金調達に伴う新株式および新株予約権発行に伴う行使により株式が発行された

場合、当社１株当たりの株式価値は希薄化し、今後の株式市場動向によっては需要供給バランスが大幅

に変動し、当社の株式価値に影響を及ぼす可能性があります。 

② 資金調達について

新株式及び新株予約権証券の新規発行により資金調達を行うこととしておりますが、新株予約権に

ついては、その性質上、行使価格が市場価格を上回っている状況においては、行使が進まない状況にな

り、この様な状況が継続する場合は、資金需要に沿った調達が困難になる可能性があり、その場合にお

いては、当社グループの経営計画の遂行が困難になる可能性があります。

（2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

　当企業グループは、前連結会計年度に279百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結会計期間におい

ても57百万円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連

結会計年度は163百万円のマイナス、当第３四半期連結累計期間は228百万円のマイナスを計上しており

ます。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。 　
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３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成22年３月30日開催の取締役会において、エンジェルインベストメントベンチャー㈱と「投資育成事業」

に関する業務提携契約を締結することを決議いたしました。 

(1) 目的 

　投資育成事業推進のため 

(2) 契約の相手会社の名称 

　エンジェルインベストメントベンチャー㈱ 

(3) 締結の時期 

　平成22年３月30日 

(4) 契約の内容 

　①投資育成事業における情報を共有する。 

　②投資育成事業における、投資見込先の発掘・投資見込先のデューデリジェンス・投資・投資後の育成業務、に関する

業務を共同で推進する。 

　③エンジェルインベストメントベンチャー㈱代表取締役の三木隆一氏は当社の取締役候補として検討する。 

　④業務提携がより効率化することを目指し、資本提携の在り方の検討を開始する。

(5) 契約の締結が営業活動へ及ぼす重要な影響 

　投資育成事業の対象となる案件を今後決定した段階で、影響を精査いたします。 

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

1.提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間（平成22年1月1日から平成22年3月31日まで）におけるわが国経済は、金融不

安による世界的な経済環境の悪化から、中国を始めとする海外経済の成長により、回復基調が見られるもの

の雇用環境は依然として改善されず、個人消費は低迷しており、先行き不透明な状況となっております。 

　このような中、当企業グループは、投資先企業の各事業活動の精査を行い、経営資源の選択と集中に注力し

ております。太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業は受注活動を行っておりますが、当該事業の収

益化には時間がかかっております。また、セールスプロモーション及び広告関連事業については、安定した

売上を計上しておりますが、顧客企業の予算削減などが影響し厳しい受注状況となっております。このよう

な結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は46百万円（前年同期比80.1％減）、営業損失は57百万円（前

年同期比59百万円増）、経常損失は34百万円（前年同期比79百万円増）、四半期純損失は101百万円（前年

同期比7百万円減）となりました。 

 

　事業の種類別セグメントの業績 

①精密機器及び装置事業 

　当第３四半期連結会計期間においては、太陽電池製造装置用レーザースクライバーの営業活動に注力して

おりますが、収益計上までは到っておりません。営業損失0百万円（前年同期比0百万円増）。 

 

②光計測装置事業 

　当第３四半期連結会計期間においては、光学計測装置のソフトウェアなどを受注し、売上高は、0百万円

（前年同期比17.2％増）、営業損失は0百万円（前年同期比0百万円増）となりました。なお、当第３四半期

連結会計期間において、生体分野における光計測装置につきましては、技術的な課題及び今後必要な投下資
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金を精査した結果、中止いたしました。 

 

③その他事業（旧名称　電子材料その他事業） 

　その他事業は、不動産賃貸などが含まれており、安定した収益を計上しております。この結果、売上高は4百

万円（前年同期比98.0％減）、営業利益は0百万円（前年同期比36百万円改善）となりました。 

 

④セールスプロモーション及び広告関連事業 

　セールスプロモーション及び広告関連事業は、主に企業の営業コンサルティングを中心に展開しておりま

す。また、専門学校向けにコミュニケーションツールとしてASPサービスの提供なども行っております。売上

高41百万円（前年同期比39百万円増）、営業損失は13百万円（前年同期比4百万円減）となりました。

 

⑤投資育成事業

　投資育成事業については、当第３四半期連結会計期間においての収益計上はございませんでしたが、様々

な案件を有しており今後に向け活動を行っております。営業損失11百万円（前年同期比20百万円改善）。 

 

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、637百万円であり前連結会計年度より85百万円減少しておりま

す。また、負債は177百万円増加し355百万円となり、純資産は263百万円減少し281百万円となっております。

これは主に四半期純損失を261百万円計上したことによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、56百万円であり前年同四半期と比べ415百

万円の減少となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

　当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は37百万円（前年同四半期は資金の増加7

百万円）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失を84百万円計上いたしましたが、減損損失の

計上による46百万円、仕入債務の減少22百万円、未払金の増加20百万円などを計上したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

　当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は9百万円（前年同四半期は資金の増加70

百万円）となりました。これは貸付金の回収による12百万円の増加などがあったためであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

　当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は40百万円（前年同四半期は資金の増加

80百万円）となりました。これは主に短期借入金の増加による42百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財政上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はございません。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間において研究開発費の計上はございません。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はございませ

ん。

　

2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改

EDINET提出書類

株式会社フォトニクス(E02339)

四半期報告書

 7/42



善するための対応策

当企業グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、当該状況

を解消し又は改善すべく、前連結会計年度より推し進めている事業の精査による経営資源の集中、コスト削減

を強化し、既存事業の収支改善を図ってまいります。また新規事業である太陽電池製造装置用レーザースクラ

イバー事業を本格的に収益化させ、早期の収益獲得を目指してまいります。さらにセールスプロモーション及

び広告関連事業は、前連結会計年度より引き続き企業の営業コンサルティング活動を活発に行っており、当企

業グループの収益に貢献し始めております。 

　今後も上記に加え新規投資育成先の発掘活動を精力的に行い、当企業グループ発展のため成長性の高い事業

及び安定的に収益を生み出す事業などを獲得するべく鋭意努力してまいります。その他、資金につきまして

は、平成22年5月28日開催予定の臨時株主総会において、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を議

案として付議することとしており、既存株主の皆様の承認をもって、資本増強を行う所存であります。当該第

三者割当による資金は、太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業及び新規投資育成案件に充当してま

いります。 

　しかしながら、上記の対応は新規事業の進捗度合いや資金調達の状況により変動する可能性があります。そ

のため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中又は実施中の重要な設備の

新設、除却等はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却は以下のとおりでありま

す。

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
四半期末
帳簿価額
(千円)

売却予定年月

株式会社PCI
本社
(愛知県名古屋市中村区)

その他事業
土地
建物設備

78,125平成22年４月

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000

計 140,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 53,076 53,076

大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・
マーケット―「ヘラ
クレス」市場

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら制限のない当社におけ
る標準となる株式であります。
なお、単元株制度の採用はあり
ません。

計 53,076 53,076 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には平成22年５月１日から提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含

まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

提出会社に対して新株の発行を請求できる権利(平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権(ストックオプション))に関する事項は、次のとおりであります。

第1回新株予約権

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 500

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 69,706(注)2

新株予約権の行使期間
平成18年12月23日から
平成23年12月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　69,706(注)2
資本組入額　34,853(注)2

新株予約権の行使の条件 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注) １　上記新株予約権は、平成17年1月17日の取締役会の決議により発行しております。

２　上記払込金額及び発行価格は、平成17年7月13日付、平成17年10月6日付及び平成21年10月23日付の第三者割当

増資による調整を行っております。
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３　新株予約権に関する行使条件については、平成16年12月22日開催の臨時株主総会及びその後開催された取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによります。

４　当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されてい

ない新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に以下に基づき

承継させることができるものとします。ただし、当該株式交換または株式移転に際し、以下に沿って完全親会

社が新株予約権にかかる義務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株式交換契約

書または株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。

①新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式とする。

②各新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換または株式移転の条件等を勘案のうえ、付与株式数につき合理的な調整がなされた数（以下、「承

継後付与株式数」という。）とする。

③各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

株式交換または株式移転の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与

株式数を乗じた額とする。

④新株予約権の行使可能期間

上記に定める期間とし、承継時に行使可能期間が到来している場合には、株式交換または株式移転の日より

上記に定める行使可能期間の満了日までとする。

⑤その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の消却事由及び消却の条件

⑥新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

　

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

第2回新株予約権

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 82,458(注)2

新株予約権の行使期間
平成20年2月17日から
平成25年2月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　82,458(注)2
資本組入額　41,229(注)2

新株予約権の行使の条件 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注) １　上記新株予約権は、平成18年2月16日の取締役会の決議により発行しております。

２　上記払込金額及び発行価格は、平成21年10月23日付の第三者割当増資による調整を行っております。

３　新株予約権に関する行使条件については、平成18年2月15日開催の臨時株主総会及びその後開催された取締役

会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによります。

４　当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されてい

ない新株予約権にかかる義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に以下に基づき

承継させることができるものとします。ただし、当該株式交換または株式移転に際し、以下に沿って完全親会

社が新株予約権にかかる義務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株式交換契約

書または株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。

①新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
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完全親会社の普通株式とする。

②各新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換または株式移転の条件等を勘案のうえ、付与株式数につき合理的な調整がなされた数（以下、「承

継後付与株式数」という。）とする。

③各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

株式交換または株式移転の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与

株式数を乗じた額とする。

④新株予約権の行使可能期間

上記に定める期間とし、承継時に行使可能期間が到来している場合には、株式交換または株式移転の日より

上記に定める行使可能期間の満了日までとする。

⑤その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の消却事由及び消却の条件

下記発行要項に準じて決定する。 

・各新株予約権の一部行使はできないこととする。 

・当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるもの

とする。 

・当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合

は、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

⑥新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡につき、完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。

５　行使価額は、権利付与日後に当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合には、次

の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

　

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第3回有償新株予約権

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数(個) 1,400

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 14,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 9,400

新株予約権の行使期間
平成21年10月26日から
平成23年10月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　9,494
資本組入額　4,747

新株予約権の行使の条件 (注)2

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。ただし、当初割当者が、当社が関係
法令・規則に基づき本新株予約権の譲渡の報告義務に
必要となる譲渡先の資料等（会社概要、会社謄本、株主
名簿、反社会的勢力と関係がない旨の表明保証書面
等）を当社に提出した場合、当社は当初割当者の本新
株予約権の譲渡を承認するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) １　上記新株予約権は、平成21年10月６日の取締役会の決議により発行しております。

２　新株予約権に関する行使条件については、平成21年10月６日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

者との間で締結された新株予約権割当契約に定めるところによります。

なお、各新株予約権の１個未満の行使は認めないものとします。

３　新株予約権の取得条項

①当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第

274条の規定に従って通知又は公告を行ったうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり

払込金額と同額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部

取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。 

②当社は、当社が合併により消滅会社となること、若しくは株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会

社となることを当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）で承認決議した場合、当該合

併、株式交換又は株式移転の効力発生日以前の当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込

金額と同額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部を取得することができます。 

③ただし、当初割当者及び「新株予約権の譲渡に関する事項」に定める当社の取締役会が譲渡を承認する本

新株予約権者については本項第①及び②を適用しないものとします。 

４　新株予約権の行使期間

平成21年10月26日から平成23年10月25日まで。ただし、権利行使期間の最終日が銀行営業日でない場合には、

その翌銀行営業日を最終日とします。

５　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し、又はこれに代えて当社の有する当社普通

株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を「交付」という。）する場合における株式1株当たりの払

込金額（以下「行使価額」という。）は、当初金9,400円とする。 

なお、本新株予約権の発行後、本項第③号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更

を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整

する。
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　 　 　 　 既発行
株式数

＋
新発行・処分株式数×１株当たりの払込・処分価額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　　③行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによる。 

ⅰ　本項第④号ⅱに定める時価を下回る払込金額又は処分価額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は

行使による場合を除く。） 

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適

用する。 

ⅱ　株式分割により普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金から資本に組み入

れられることを条件にその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、

当該剰余金の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合に

は、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用す

る。 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該剰余金の資本組入れの決議をし

た株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付す

る。

　 　
(調整前行使価額 －調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該期間内

株式数 ＝
に交付された株式数

調整後行使価額

　　この場合に1株未満に端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行なわない。 

ⅲ　本項第④号ⅱに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証

券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合 

調整後の行使価額は、発行される証券又は新株予約権若しくは新株予約権付社債のすべてが当初の転換価額

で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の

募集のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

④ⅰ　行使価額調整式の計算の結果生じる円位未満の端数は切り捨てるものとする。 

　ⅱ　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第③号ⅱただし書の場

合は株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。 

　ⅲ　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整

後の行使価額を適用する日の1か月前の日における 当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第③号ⅱの場合には、行使価額調整式で使用する新発行

・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないも

のとする。 

⑤本項第③号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の

調整を行う。 

ⅰ　株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 

ⅱ　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。 

ⅲ　行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

⑥本項第②号ないし第⑤号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ　書面によりその旨並び

にその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記

載された各新株予約権者に通知する。ただし、本項第③号ⅱただし書に定める株式分割の場合その他適用の日

の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
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(3) 【ライツプランの内容】

　

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年３月31日 ― 53,076 ― 1,222,581 ― 1,228

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　 982

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　52,094 52,094 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 53,076 ― ―

総株主の議決権 ― 52,094 ―

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社フォトニクス

東京都新宿区西新宿
7-22-27

982 ― 982 1.9

計 ― 982 ― 982 1.9

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

平成22年 
１月 ２月 ３月

最高(円) 18,29015,20011,95014,1009,83010,40018,60016,00019,000

最低(円) 6,00010,1007,9007,6205,9005,60010,50012,50012,200

(注)　株価は、大阪証券取引所市場（ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社フォトニクス(E02339)

四半期報告書

16/42



第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年７月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年７月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年１月１

日から平成21年３月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成21年３月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年７月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、かがやき監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 56,182 153,211

受取手形及び売掛金 ※４
 38,024

※４
 30,854

たな卸資産 ※１
 179,428

※１
 106,157

その他 57,427 39,488

貸倒引当金 △1,776 △2,102

流動資産合計 329,287 327,609

固定資産

有形固定資産 ※２, ※５, ※６
 86,817

※２, ※５
 139,039

無形固定資産

その他 3,556 21,508

無形固定資産合計 3,556 21,508

投資その他の資産

長期貸付金 213,181 221,846

長期未収入金 131,549 116,315

その他 38,842 45,647

貸倒引当金 △165,593 △148,691

投資その他の資産合計 217,981 235,118

固定資産合計 308,355 395,665

資産合計 637,642 723,274
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 139,435 95,832

短期借入金 110,763 －

未払法人税等 2,747 3,710

その他 65,334 54,378

流動負債合計 318,281 153,921

固定負債

長期借入金 19,909 22,010

退職給付引当金 661 －

訴訟損失引当金 16,873 －

その他 106 2,094

固定負債合計 37,550 24,104

負債合計 355,831 178,026

純資産の部

株主資本

資本金 1,222,581 1,221,352

資本剰余金 349,124 347,896

利益剰余金 △1,271,564 △1,009,856

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 280,340 539,590

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 155 2,493

評価・換算差額等合計 155 2,493

新株予約権 1,316 －

少数株主持分 － 3,163

純資産合計 281,811 545,247

負債純資産合計 637,642 723,274
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 958,368 167,512

売上原価 684,273 134,024

売上総利益 274,095 33,487

販売費及び一般管理費 ※
 533,667

※
 240,693

営業損失（△） △259,571 △207,206

営業外収益

受取利息 4,689 1,684

持分法による投資利益 － 2,767

受取手数料 － 1,600

保険返戻金 10,024 －

物品売却益 4,447 22,356

その他 1,722 757

営業外収益合計 20,882 29,165

営業外費用

支払利息 3,929 3,281

持分法による投資損失 117,791 －

支払手数料 － 4,500

その他 6,005 815

営業外費用合計 127,725 8,596

経常損失（△） △366,414 △186,637

特別利益

投資有価証券売却益 － 3,062

固定資産売却益 － 1,891

貸倒引当金戻入額 1,928 10,123

退職給付引当金戻入額 141 －

特別利益合計 2,069 15,077

特別損失

固定資産除却損 － 635

減損損失 18,831 46,947

投資有価証券評価損 11,583 －

貸倒引当金繰入額 － 25,999

その他 13,871 18,370

特別損失合計 44,286 91,954

税金等調整前四半期純損失（△） △408,632 △263,513

法人税、住民税及び事業税 2,166 1,357

法人税等調整額 △12,239 －

法人税等合計 △10,073 1,357

少数株主損失（△） △38,447 △3,163

四半期純損失（△） △360,111 △261,707
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 234,634 46,725

売上原価 182,220 37,305

売上総利益 52,413 9,419

販売費及び一般管理費 ※
 169,202

※
 66,975

営業損失（△） △116,788 △57,555

営業外収益

受取利息 1,077 496

持分法による投資利益 － 5,050

為替差益 6,453 －

物品売却益 2,690 22,260

その他 458 1,314

営業外収益合計 10,679 29,120

営業外費用

支払利息 1,536 1,750

持分法による投資損失 6,705 －

支払手数料 － 4,500

その他 172 78

営業外費用合計 8,415 6,329

経常損失（△） △114,523 △34,763

特別利益

貸倒引当金戻入額 205 －

特別利益合計 205 －

特別損失

減損損失 － 46,947

固定資産除却損 － 635

貸倒引当金繰入額 5,203 －

訴訟損失引当金繰入額 － 16,873

解約金・違約金 1,794 －

その他 214 2,274

特別損失合計 7,212 66,731

税金等調整前四半期純損失（△） △121,530 △101,495

法人税、住民税及び事業税 706 452

法人税等調整額 △10,342 －

法人税等合計 △9,635 452

少数株主損失（△） △17,824 －

四半期純損失（△） △94,070 △101,948
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △408,632 △263,513

減価償却費 12,900 5,064

減損損失 40,930 46,947

のれん償却額 14,616 2,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,146 16,575

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,682 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94 291

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,280 －

訴訟損失引当金の増減額(△は減少) － 16,873

電話加入権評価損 － 689

受取利息及び受取配当金 △4,689 △1,684

支払利息 3,929 3,281

為替差損益（△は益） 5,647 7

持分法による投資損益（△は益） 117,791 △2,767

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,062

投資有価証券評価損益（△は益） 11,583 －

固定資産売却損益（△は益） － △1,891

物品売却益 － △22,356

保険返戻金 △10,024 －

支払手数料 － 4,500

株式交付費 － 169

事業撤退損失 － 387

訴訟関連損失 6,797 420

投資育成有価証券売上原価 － 861

売上債権の増減額（△は増加） 391,681 △12,335

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,894 △73,271

仕入債務の増減額（△は減少） △135,409 44,749

立替金の増減額（△は増加） － △13,277

未払金の増減額（△は減少） － 20,059

未払又は未収消費税等の増減額 △1,834 974

その他 △39,949 5,058

小計 △61,906 △224,372

利息及び配当金の受取額 4,938 1,942

利息の支払額 △3,934 △3,301

法人税等の支払額 △11,908 △2,376

営業活動によるキャッシュ・フロー △72,811 △228,108
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成22年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 98,275 －

有形固定資産の取得による支出 △22,396 △723

有形固定資産の売却による収入 － 8,000

投資有価証券の取得による支出 △5,400 －

投資有価証券の売却による収入 － 12,281

出資金の払込による支出 － △2,100

貸付けによる支出 △242,034 △80,649

貸付金の回収による収入 58,951 95,313

保険積立金の積立による支出 － △634

保険積立金の解約による収入 16,492 －

長期前払費用の取得による支出 △3,602 △3,520

その他 △345 △819

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,058 27,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 53,000 103,785

長期借入れによる収入 80,000 －

長期借入金の返済による支出 △9,039 △2,632

株式の発行による収入 － 2,287

新株予約権の発行による収入 － 1,000

その他 － △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 123,960 103,939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,933 △97,028

現金及び現金同等物の期首残高 520,310 153,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 471,376

※
 56,182

EDINET提出書類

株式会社フォトニクス(E02339)

四半期報告書

23/42



【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

当企業グループは、前連結会計年度に279百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結会計期間においても57

百万円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は

163百万円のマイナス、当第３四半期連結累計期間は228百万円のマイナスを計上しております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当企業グループは当該状況を解消し又は改善すべく、前連結会計年度より推し進めている事業の精査による経営

資源の集中、コスト削減を強化し、既存事業の収支改善を図ってまいります。また新規事業である太陽電池製造装

置用レーザースクライバー事業を本格的に収益化させ、早期の収益獲得を目指してまいります。さらにセールスプ

ロモーション及び広告関連事業は、前連結会計年度より引き続き企業の営業コンサルティング活動を活発に行っ

ており、当企業グループの収益に貢献し始めております。

　今後も上記に加え新規投資育成先の発掘活動を精力的に行い、当企業グループ発展のため成長性の高い事業及び

安定的に収益を生み出す事業などを獲得するべく鋭意努力してまいります。その他、資金につきましては、平成22

年5月28日開催予定の臨時株主総会において、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を議案として付議す

ることとしており、既存株主の皆様の承認をもって、資本増強を行う所存であります。当該第三者割当による資金

は、太陽電池製造装置用レーザースクライバー事業及び新規投資育成案件に充当してまいります。 

　しかしながら、上記の対応は新規事業の進捗度合いや資金調達の状況により変動する可能性があります。そのた

め、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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【表示方法の変更】

　
当第３四半期連結会計期間

(自  平成22年１月１日  至  平成22年３月31日)

（四半期連結貸借対照表関係）

　前第３四半期連結会計期間において、区分掲記していた「のれん」は、資産の総額の100分の1以下となったため、当
第３四半期連結会計期間では「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結会
計期間の「無形固定資産」の「その他」に含まれる「のれん」の金額は、3,250千円であります。

　前第３四半期連結会計期間において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期未収入金」は、資

産の総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第

３四半期連結会計期間の「投資その他の資産」の「その他」に含まれる「長期未収入金」は115,815千円であり

ます。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日)

税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末

(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年６月30日)

※１　たな卸資産の内訳

商品 5,406千円

仕掛品 3,995千円

原材料及び貯蔵品 170,026千円

 

※１　たな卸資産の内訳

商品 26,533千円

仕掛品 622千円

原材料及び貯蔵品 79,001千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　154,996千円※２　有形固定資産の減価償却累計額　119,104千円

３　保証債務

保証先 保証債務金額

㈱SPC 122,850千円

３　保証債務

保証先 保証債務金額

㈱SPC 131,550千円

金融機関からの借入に対する保証であります。

 
金融機関からの借入に対する保証であります。

※４　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

 

※４　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

 
※５　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

 

※５　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

※６　担保資産

担保に供されている資産について、事業の運営に

おいて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められるものは次の通り

であります。

建物 55,101千円

土地 23,023千円

計 78,125千円

 

―
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

※  販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 124,005千円

給与手当 134,558千円

顧問料 50,358千円

旅費交通費 33,221千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,280千円

退職給付費用 3,330千円

のれん償却額 14,616千円

 

※  販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 75,208千円

顧問料 56,552千円

のれん償却額 2,875千円

　 　

　 　

　 　

　 　

 

　

第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年３月31日)

※  販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 39,067千円

給与手当 42,482千円

顧問料 14,985千円

旅費交通費 7,617千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,050千円

退職給付費用 1,173千円

のれん償却額 4,872千円

 

※  販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 20,642千円

顧問料 16,569千円

のれん償却額 328千円

　 　

　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 483,693千円

預入期間が３か月超の定期預金 △12,316千円

現金及び現金同等物 471,376千円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 56,182千円

現金及び現金同等物 56,182千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年３月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　

至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 53,076

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 982

　

　

３　新株予約権等に関する事項

第３回有償新株予約権

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 14,000 1,316

合計 14,000 1,316

　

　
４　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年１月１日  至  平成21年３月31日)　　（単位：千円）

　

　

超精密計

測センサ

事業

光計測装

置事業

電子機器

事業

電子材料

その他事

業

ASPサービ

ス関連事

業

投資育成

事業
計

消去又は

全社
連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対

する売上高
― 580 ― 231,5582,496 ― 234,634 ― 234,634

(2)セグメント間

の内部売上高又

は振替高

― 210 ― 300 ― ― 510 （510) ―

計 ― 790 ― 231,8582,496 ― 235,144（510)234,634

営業費用 88 2,036 ― 267,63211,07931,740312,57738,845351,423

営業損失（△） △88△1,246 ― △35,774△8,582△31,740△77,432(39,355)△116,788

(注)　1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各区分の主な製品

超精密計測センサ事業…精密計測機器、半導体及び液晶製造関連機器

光計測装置事業………光学計測機器

電子機器事業…………電子部品等機器

電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸等

ASPサービス関連事業…ASPサービス、広告関連

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（39,450千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。

4.事業区分の変更 

従来、ASPサービス関連は、電子材料その他事業に含めておりましたが、当該事業区分の割合が増加しており今

後もこの傾向が予想されるため、第１四半期連結会計期間より「ASPサービス関連事業」として区分表示する

ことに変更いたしました。

5.収益の計上基準の変更 

第１四半期連結会計期間から、電子材料その他事業に区分されている連結子会社である株式会社オー・エヌ・

シーにおいて機械装置販売における収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しております。これ

は同社において、当該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたことなどを

契機として、より適切な期間損益計算を行うためのものであります。この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年３月31日)　　（単位：千円）

　

　

精密機器

及び装置

事業

光計測装

置事業

その他事

業

セールス

プロモー

ション及

び広告関

連事業

投資育成

事業
計

消去又は

全社
連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対

する売上高
― 680 4,52141,523 ― 46,725 ― 46,725

(2)セグメント間

の内部売上高又は

振替高

― 240 300 ― ― 540 （540) ―

計 ― 920 4,82141,523 ― 47,265（540)46,725

営業費用 32 1,5033,97055,01111,20371,72032,560104,280

営業利益又は営業

損失（△）
△32 △583 851△13,487△11,203△24,454(33,100)△57,555

(注)　1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各区分の主な製品

精密機器及び装置事業（旧名称　超精密計測センサ事業）…精密機器、半導体及び液晶製造関連機器、レーザー

スクライバー装置等

光計測装置事業………光学計測機器

その他事業（旧名称　電子材料その他事業）…不動産賃貸等

セールスプロモーション及び広告関連事業（旧名称　ASPサービス関連事業）…セールスプロモーション、広告

代理、ASPサービス等

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得

また、電子機器事業につきましては、今後の展開が見込めないことからセグメントより除外いたしました。

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（33,132千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。

4.名称の変更 

従来、電子材料その他事業としておりましたが、当該事業において電子材料の取り扱いが無くなることから、第

１四半期連結会計期間より「その他事業」として表示することに変更いたしました。
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年７月１日  至  平成21年３月31日)　　（単位：千円）

　

　

超精密計

測センサ

事業

光計測装

置事業

電子機器

事業

電子材料

その他事業

ASPサービ

ス関連事

業

投資育成

事業
計

消去又は

全社
連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に

対する売上高
775 3,485 ― 948,9995,108 ― 958,368 ― 958,368

(2)セグメント

間の内部売上高

又は振替高

― 4,377 ― 903 ― ― 5,281（5,281) ―

計 775 7,862 ― 949,9035,108 ― 963,650（5,281)958,368

営業費用 950 7,558 ― 1,007,46532,83851,0211,099,833118,1061,217,940

営業利益又は営

業損失（△）
△174 304 ― △57,561△27,730△51,021△136,183(123,387)△259,571

(注)　1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各区分の主な製品

超精密計測センサ事業…精密計測機器、半導体及び液晶製造関連機器

光計測装置事業………光学計測機器

電子機器事業…………電子部品等機器

電子材料その他事業…電子材料、不動産賃貸等

ASPサービス関連事業…ASPサービス、広告関連

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（121,270千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。

4.事業区分の変更 

従来、ASPサービス関連は、電子材料その他事業に含めておりましたが、当該事業区分の割合が増加しており今

後もこの傾向が予想されるため、第１四半期連結会計期間より「ASPサービス関連事業」として区分表示する

ことに変更いたしました。この結果、従来の方法と比較して、電子材料その他事業の売上高は、5,108千円減少

し、営業損失は27,730千円減少しております。また、ASPサービス関連事業については、それぞれ同額増加してお

ります。

5.収益の計上基準の変更 

第１四半期連結会計期間から、電子材料その他事業に区分されている連結子会社である株式会社オー・エヌ・

シーにおいて機械装置販売における収益計上基準を、従来の出荷基準から、検収基準に変更しております。これ

は同社において、当該機械装置販売の割合が増してきたこと及び顧客の検収期間が長くなってきたことなどを

契機として、より適切な期間損益計算を行うためのものであります。この変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。
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当第３四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31日)　　（単位：千円）

　

　

精密機器

及び装置

事業

光計測装

置事業

その他事

業

セールス

プロモー

ション及

び広告関

連事業

投資育成

事業
計

消去又は

全社
連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対

する売上高
― 2,14013,513151,859 ― 167,512 ― 167,512

(2)セグメント間

の内部売上高又は

振替高

― 660 900 ― ― 1,560（1,560) ―

計 ― 2,80014,413151,859 ― 169,072（1,560)167,512

営業費用 183 5,77912,478213,28831,856263,586111,131374,718

営業利益又は営業

損失（△）
△183△2,9791,934△61,429△31,856△94,514(112,691)△207,206

(注)　1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2.各区分の主な製品

精密機器及び装置事業（旧名称　超精密計測センサ事業）…精密機器、半導体及び液晶製造関連機器、レーザー

スクライバー装置等

光計測装置事業………光学計測機器

その他事業（旧名称　電子材料その他事業）…不動産賃貸等

セールスプロモーション及び広告関連事業（旧名称　ASPサービス関連事業）…セールスプロモーション、広告

代理、ASPサービス等

投資育成事業…………ベンチャービジネス等への投資・育成及びキャピタルゲインの獲得

また、電子機器事業につきましては、今後の展開が見込めないことからセグメントより除外いたしました。

3.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（112,817千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。

4.名称の変更 

従来、電子材料その他事業としておりましたが、当該事業において電子材料の取り扱いが無くなることから、第

１四半期連結会計期間より「その他事業」として表示することに変更いたしました。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成20年７月１

日　至　平成21年３月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年７月１日　至　平成22年３月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日)及び前第３四半期連結累計期

間(自　平成20年７月１日　至　平成21年３月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年３月31日)及び当第３四半期連結累計

期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年３月31日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年３月31日)

当第３四半期連結会計期間末におけるデリバティブ取引の契約額等はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年６月30日)

　 　

　 5,384円41銭
　

　 　

　 10,466円16銭
　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 6,952円76銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―
　

１株当たり四半期純損失金額 5,035円84銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―
　

(注) 1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2. １株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成22年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 360,111 261,707

普通株式に係る四半期純損失(千円) 360,111 261,707

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 51,794 51,969

普通株式増加数(株) ― 300

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 1,816円24銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―
　

１株当たり四半期純損失金額 1,957円01銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金
額

―
　

(注) 1. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

2. １株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年１月１日
至  平成21年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年１月１日
至  平成22年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 94,070 101,948

普通株式に係る四半期純損失(千円) 94,070 101,948

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 51,794 52,094

普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

新株式及び新株予約権の発行について 

当社は、平成22年４月23日開催の取締役会において、第三者割当の方法により新株式8,000株（発行価

額１株につき11,233円、発行総額89,864,000円、資本組入額44,932,000円、発行総額のうち50,000,000

円は現物出資の方法によります）、第４回有償新株予約権38,000個（発行価額１個当たり124円、行使

価額１個当たり12,356円、発行総額474,240,000円、資本組入額は新株予約権の行使による払込総額の

２分の１の金額とする）を発行することを平成22年５月28日開催予定の当社臨時株主総会に付議する

ことを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

（1）新株式の概要 

① 発行株式の種類および数 

　　当社普通株式　8,000株 

② 発行価額 

　　１株につき11,233円 

③ 発行価額の総額 

　　金89,864,000円

　上記のうち、39,864,000円については金銭による払込とし、残りの50,000,000円については現物出資

（デット・エクイティ・スワップ）の払込の方法によるものとします。

④ 資本組入額の総額 

　　金44,932,000円 

⑤ 申込期日 

　　平成22年５月31日 

⑥ 払込期日 

　　平成22年５月31日 

⑦ 割当先及び割当株式数 

　　エンジェル１号投資事業組合　8,000株 　 

⑧ 資金使途 

　　レーザースクライバー事業における事業運転資金に充当予定 

（2）新株予約権の概要

① 新株予約権の名称 

　　株式会社フォトニクス第４回有償新株予約権

② 新株予約権の総数 

　　38,000個

③ 新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　当社普通株式　38,000株（新株予約権１個につき １株） 

④ 割当先及び割当数 

　　エンジェル１号投資事業組合　 38,000個 

⑤ 新株予約権の払込金額の総額

　　金4,712,000円（新株予約権１個につき124円）

⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　金469,528,000円（１株につき12,356円）

⑦ 新株予約権の行使により当社株式を発行する場合の資本組入額

　新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本金の額は、資本金等増加限度

EDINET提出書類

株式会社フォトニクス(E02339)

四半期報告書

36/42



額の２分の１の金額とする。 

⑧ 申込期日 

　　平成22年５月31日

⑨ 払込期日 

　　平成22年５月31日

⑩ 行使請求期間 

　　平成22年６月１日から平成23年５月31日まで

⑪ 資金使途 

　レーザースクライバー事業における事業運転資金及び新規投資育成事業の事業資金に充当予定 

　　　

なお、上記の各号については、平成22年5月28日開催予定の当社臨時株主総会において本新株式の発行

及び本新株予約権の発行に関する議案が承認されること及び金融商品取引法に基づく有価証券届出書

の効力発生を条件とします。

 

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月14日

株式会社フォトニクス

取締役会 御中

　

かがやき監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　曾我　隆二　　印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　葛西　晋哉　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社フォトニクスの平成20年7月1日から平成21年6月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成21年１月1日から平成21年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年7月1日から平成21

年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォトニクス及び連結子会社の平成

21年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

1.　「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載のとおり、会社は前連結会計年度に

149百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間においても259百万円の営業損失を計上し

ている。また、営業活動によるキャッシュ・フローにおいても前連結会計年度は103百万円のマイナ

ス、当第３四半期連結累計期間は72百万円のマイナスを計上している。これにより継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映していない。

2.　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、連結子

会社は、第１四半期連結会計期間から電子材料その他事業に係わる機械装置の収益計上基準を変更し

ている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年５月14日

株式会社フォトニクス

取締役会 御中

　

かがやき監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    曾我　隆二　印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    葛西　晋哉　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社フォトニクスの平成21年7月1日から平成22年6月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年7月1日から平成22

年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フォトニクス及び連結子会社の平成

22年３月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

1.　 「継続企業の前提に関する事項」に記載のとおり、会社は前連結会計年度に279百万円、当第３四半期

連結会計期間に57百万円の営業損失を計上している。また営業活動によるキャッシュ・フローは前連

結会計年度に163百万円のマイナス、当第３四半期連結累計期間に228百万円のマイナスを計上してい

る。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点で

は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な

不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されてい

ない。

2.   重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成22年４月23日開催の取締役会において、第三者

割り当ての方法により株式及び新株予約権を発行することを平成22年５月28日開催の臨時株主総会

に付議することを、決議した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
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(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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